
1 秋田県大仙市神宮寺字海草沼谷地１３番地３

2 秋田県畜産試験場　研究管理棟

1 一般事項

（１）常に現場の状況に応じた清掃作業を行うものとする。

（２）職員及び来客の妨げにならないよう十分に注意すること。

（３）作業は塵あいが飛散しないように行うこと。

2 作業日及び時間

3 清掃要領

（１）各掃除箇所の作業内容については別表のとおりとする。

（２）部分的に汚れの著しい箇所は随時洗浄清掃を行うこと。

（３）管理棟内ゴミ中継所より、場内ゴミ集積場への運搬を行うこと。

《別　　表》

※ 床以外の日常清掃内容

①玄関 フロアマット除塵、扉ガラス部分拭、什器備品除塵　他

②トイレ 衛生陶器洗浄、洗面台拭き、鏡拭き、衛生消耗品補充及び汚物処理　他

③階段 手すり拭き　他

備考

２
階

１
階

合計 1169.52㎡ 219㎡

女子トイレ 20.00 １／週 １／週 硬質床

男子トイレ 20.00 １／週 １／週 硬質床

廊下 153.70 １／週 弾性床

場長室 28.00 １／週 繊維床

研究部室 297.50 １／週 弾性床

階段 70.00 １／週 １／週 弾性床

女子トイレ 20.00 １／週 １／週 硬質床

男子トイレ 20.00 １／週 １／週 硬質床

玄関 69.00 １／週 １／週 硬質床

ホール 212.52 １／週 弾性床

弾性床

廊下 130.80 １／週 弾性床

清掃内容

床清掃 床以外の日常清掃

総務企画室 128.00 １／週

区分
作業
面積

委託物件の表示

施設の所在地

施 設 名 称

清掃業務委託特記仕様書

　秋田県の休日を定める条例（平成元年条例２９号）第１項による県の休日（以下「祝日
等」という。）を除き、週１回、火曜日の午前８時３０分から午後４時３０分までの間
の、畜産試験場の業務に支障のない時間に行うものとする。
　なお、火曜日が祝日等に当たる場合は、翌日の水曜日を代替えの作業日とする（翌日の
水曜日も祝日等に当たる場合は、当該週の作業は行わないものとする。）
　ただし、特別な事情により上記の日時に作業を行うことが困難なときは、双方協議のう
え、作業日時を変更することができる。


